
◎通勤の範囲の改定等のための国家公務員災害補償法及び地方公

務員災害補償法の一部を改正する法律 
（平成一八年三月三一日法律第一二号）   

一、提案理由（平成一八年三月一七日・衆議院総務委員会） 

○竹中国務大臣 通勤の範囲の改定等のための国家公務員災害補償法及び地方公務員災

害補償法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明

申し上げます。 

 昨年、人事院から国家公務員災害補償法の改正に関する意見の申し出が行われました。

この申し出のとおり、労働者災害補償保険制度との均衡を図る等のため、国家公務員災

害補償法について改正を行うとともに、地方公務員災害補償法についてもこれと同様の

改正を行うものであります。 

 次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。 

 国家公務員災害補償法及び地方公務員災害補償法について、複数就業者の就業の場所

から勤務場所への移動及び単身赴任者の赴任先住居と帰省先住居との間の移動を通勤の

範囲に加えるとともに、障害等級ごとの障害について、国家公務員災害補償法にあって

は人事院規則で、地方公務員災害補償法にあっては総務省令で定めることとしておりま

す。 

 このほか、施行期日、経過措置等必要な規定の整備を行うこととしております。 

 以上が、この法律案の提案理由及び内容の概要であります。 

 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願いいたします。 

二、衆議院総務委員長報告（平成一八年三月二四日） 

○中谷元君 ただいま議題となりました通勤の範囲の改定等のための国家公務員災害補

償法及び地方公務員災害補償法の一部を改正する法律案につきまして、総務委員会にお

ける審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 

 本案は、公務員の災害補償制度について、労働者災害補償保険制度との均衡を図るた

め、通勤の範囲を改定するとともに、同制度との均衡を考慮した機動的な対応を可能と

するため、障害等級ごとの障害について、国家公務員にあっては人事院規則で、地方公

務員にあっては総務省令で定める措置を講じようとするものであります。 

 本案は、去る三月七日本委員会に付託され、同月十七日竹中総務大臣から提案理由の

説明を聴取いたしました。昨二十三日、質疑を行い、採決の結果、本案は全会一致をも

って原案のとおり可決すべきものと決しました。 

 以上、御報告申し上げます。 

三、参議院総務委員長報告（平成一八年三月三一日） 

○世耕弘成君 ただいま議題となりました両案件につきまして、総務委員会における審

査の経過と結果を御報告申し上げます。 

 まず、通勤の範囲の改定等のための国家公務員災害補償法及び地方公務員災害補償法



の一部を改正する法律案は、労働者災害補償保険制度との均衡を図るため、通勤の範囲

を改定するとともに、障害等級ごとの障害について、国家公務員にあっては人事院規則、

地方公務員にあっては総務省令で定めようとするものであります。 

 委員会におきましては、公務災害発生防止対策の拡充強化、公務災害認定の迅速化、

メンタルヘルス対策の現状と対策の強化、地方公共団体の非常勤職員に対する災害補償

制度の在り方等について質疑が行われました。 

 質疑を終局し、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきもの

と決定いたしました。 

……………（略）…………… 

 以上、御報告申し上げます。 


